
（財）日中友好会館 

平成2２年３月３日 

 

平成2２年度「中国青年代表団 第１陣の招聘」の実施に関する企画競争の実施 

 

 説 明 書 

 

１．説明書の適用 

  本説明書は（財）日中友好会館が外務省より委託を受け実施する標記業務に関す

る内容を示すものであり、企画提出者はこの説明書に基づき、本件に関わる企画書

及び関連書類を（財）日中友好会館に提出する。 

＊本説明書に係る質問期限は、書類提出期限の前日までとする。 

 

２．企画競争説明会 

（１）日時：平成２２年３月９日（火） １０時００分～１１時３０分 

（２）場所：（財）日中友好会館 地下 1 階 大ホール 

〒112-0004 東京都文京区後楽１－５－３ 

   ＊本企画競争参加を希望する場合は、説明会への出席を必須とします。 

業務仕様書、各様式は、その際に配布します。 

参加希望の場合は３月８日（月）１７：００までに下記の連絡先にご連絡くだ

さい。 

   連絡先：（財）日中友好会館総合交流部 担当：須川、行平 

電話：０３－５８００－３７４９ 

 

３．実施要領、委託業務概要  別添のとおり。 

 

4．委託先に求められる要件 

（１）本件事業の趣旨を理解し、（財）日中友好会館及び外務省、中華全国青年連合

会と協力して業務を請け負い、実施することが可能であること。 

（２）外国の同様の代表団の接遇業務の実績があること（航空券や宿舎の手配のみは

含めない。自身の責任のもとにアポイント調整、移動・宿舎手配、エスコート・

通訳手配等関連する業務を全て請け負う能力があり、過去にそのような実績があ

ること）。 

（３）エスコートと日程管理者（プログラム作成者）が常に連絡が保てる体制にする

こと。よって基本的には、日程の管理者が被招聘者のエスコート業務を兼ねて事

務所を不在にしがちにするのは好ましくない。止むを得ずプログラム作成者が、

エスコート業務を兼ねる場合には、必ず事務所に事務の引き継ぎを受けた職員を

置き、（財）日中友好会館及び外務省、中華全国青年連合会からの連絡事項を必

ずエスコート又は日程管理者に連絡出来る体制にする。（財）日中友好会館及び

外務省担当者と本件業務打ち合わせ等のため、業務委託期間中、（財）日中友好

会館及び外務省へ随時来訪が可能なこと。 

（４）エスコート業務の一環として、予定していた国内航空便、新幹線が利用できな

い場合は適切な変更の手続きを行うこと。 

（５）被招聘者に緊急の事態（事故、急病等）が発生した場合、担当通訳兼エスコー

ト又は代理の者が適切に対応し得ること。 



（６）業務が深夜に及ぶことも予想され、その場合においても迅速且つ適切な対応が

可能であること。 

（７）個人情報の取り扱い 

   本件事業の実施にあたっては、個人情報の取り扱いに十分留意すること。受託

団体における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関す

る事項等、適切な管理を確保するため、業務に当たっては契約書に添付される「個

人情報保護に関する条項」を遵守すること。 

 

５．企画書に記載されるべき事項 

（１）実施事業者・個人の経験・能力等。 

（イ）類似業務の経験 

  過去に請け負った外務省または日中交流事業関連の類似業務の具体的な実績一

覧。類似業務とは、中国からの招聘事業で人数30名以上、期間1週間程度等、

受入人数、期間が同程度のものを指す。 

  ※団名、どのような趣旨の団か、受入人数、団の受入期間、主なプログラム。 

（ロ）組織としての業務実施能力 

（ハ）当該業務に当ってのバックアップ体制 

（ニ）当該業務内容に関する専門知識・的確性 

（ホ）語学能力等特筆すべき事項 

（ヘ）その他、特に参考となる事項 

（２）業務の実施方針等（約１５頁以内） 

 （イ）業務実施の基本方針 

 （ロ）業務実施の方法（日程を添付。具体的アポイント先、視察先、合宿、セミナ

ー日程を含む全ての日程。右日程には各ツアーで利用予定のホテル名を明記） 

 （ハ）作業計画 

（ニ）要員計画（業務従事者毎の事務分担を含む）、緊急時における体制 

   複数の分団に応札する団体は、その場合の要員計画を必ず記載すること。 

 （ホ）その他、特に参考となる情報 

 

６．見積価格及び算出根拠 

  本件業務を実施するために必要な経費の見積もり明細書（消費税含む）を業務仕

様書（説明会にて配布）に従い作成の上、企画書と共に提出すること。但し、総額

に対し団員一人当たり２７万円（消費税を含む）を上限とする。 

＊国際航空券、歓迎レセプション等代表団共通プログラムは、（財）日中友好会館

にて手配するため見積もりに含まない。 

   

７．企画提出単位 

 企画提出単位は分団ごととし、企画書等は分団ごとに提出するものとする。全ての

分団に応募しても構わない。 

 

８．企画書等の提出期限及び提出先 

（１）提出期限：平成２２年３月２４日（水） １７時００分迄 

（２）提出部数： 

（イ）「団体・会社概要」        ２部 

（ロ）「企画書」（適宜様式）      ８部（正１部、写７部）※ 



（ハ）「見積書」            ８部（正１部、写７部）※ 

※公正な審査のため、（ロ）企画書・（ハ）見積書の写については、団体・社名、

業務従事者名、性別が特定できる情報を必ず削除すること。 

※（ロ）企画書・（ハ）見積書は応札する分団ごとに必要部数を必ず提出すること。 

 

（３）提出先： 

  （財）日中友好会館 総合交流部 担当：須川、行平 

  〒１１２－０００４ 東京都文京区後楽１－５－３ 

    電話：０３－５８００－３７４９、FAX：０３－５８００－５４７２ 

  ＊提出書類が当方の求める要件を満たさない場合は、受理できませんので、留意

願います。 

 

９．受託団体の選定 

（１）審査： 

  提出された企画書をもとに審査を行い、合計点が合格基準点（１００点満点積算

で６０点）に達したもののうち、第１位を得た候補団体と契約交渉を行う。但し、

第１位の団体と得点が僅差（第１位の得点の５％以内）であり、かつ上記合格基準

点に達した団体がある場合には、見積額の最も低い団体を採用する。 

（２）審査結果の通知： 

  平成２２年４月１２日（月）までに採用企画案を決定し、（財）日中友好会館ホ

ームページで公表するとともに、提出のあった団体全てに対し書面にて採否を連絡

する。 

（３）その他： 

 （イ）企画書及び見積書の作成、提出に対しては報酬を支払わない。また、提出書

類は返却しない。 

 （ロ）企画書及び見積書は、本件受託団体の順位を決定し、また契約交渉を行う目

的以外に使用しない。  

 （ハ）受託団体選定の理由については不問とし、参加団体は審査結果について異議

を申し立てることはできない。                  

 （ニ）受託団体決定後、すみやかに業務委託契約書を締結するものとする。 

 （ホ）受託決定後、受託団体から他団体への再委託は認められない。 

 

１０．本件に係る担当窓口 

  企画競争に参加される場合は、担当窓口までご連絡ください。 

（財）日中友好会館 総合交流部 行平、須川 

    〒１１２－０００４ 東京都文京区後楽１－５－３ 

    電話：０３－５８００－３７４９、FAX：０３－５８００－５４７２ 

 （了） 



（財）日中友好会館 

平成2２年３月３日 

 

平成2２年度「中国青年代表団 第１陣の招聘」の実施に関する企画競争の実施 

 

実施要領 及び 委託業務概要 

Ⅰ．実施要領  

 

１．事業目的  

 日中両国が長期にわたって安定した関係を構築するためには、若い世代の相互理解

を促進することが不可欠である。このような観点から、2007年、日本政府は21世紀

東アジア青少年大交流計画（ＪＥＮＥＳＹＳ）を発表した。そして日中両国は2007

年末の日中首脳会談において、2008年以降の4年間に亘り、毎年4,000人規模の青少

年交流を実施することを合意。２０１０年度は、招聘事業拡大のため、日本側は4,00

0名の中国青少年を、中国側は1,３00名の日本青少年を相互招聘する。 

 上記合意に基づき、今般、平成２２年度中国青年代表団第１陣５００名が来日する。

代表団は青年指導者100名、メディア６０名、経済界５０名、教育関係者３５名、公

務員７０名、医療衛生３５名、対日観光関係者３０名、司法関係者３０名、文化芸術

３０名、少数民族６０名からなる。 

 一行は、日本の各分野の青年との交流、各地視察を通じて、日本に対する客観的な

理解を増進する。一行は、中華全国青年連合会が選抜した各界の将来を担う青年代表

であり、中国の党・政府内で重要な地位を占めていくことが期待され、中国の党・政

府ハイレベルに、将来、日中関係を前向きに促進するための知日派となる一群を養成

することを目的とする。 

 （財）日中友好会館は外務省より委託を受け、本件事業の日本側事務局を行ってお

り、本件事業の趣旨を十分に理解し、日中関係の強化という大局的視野から、意欲を

持って中国青年代表団の日程全般をアレンジできる団体等に本件を委託する。 

  

２．対象者と分団構成（予定）     ＝企画競争対象 

 Ａ団：青年指導者分団   １００名 

 B団：メディア分団     ６０名 ※人数は減ずる可能性あり。 

 C団：経済界分団      ５０名 

 D団：教育関係者分団    ３５名 

E団：公務員分団      ７０名 

F団：医療衛生分団     ３５名 

G団：対日観光関係者分団  ３０名 

H団：司法関係者分団    ３０名 

I団：文化芸術分団      ３０名 

J団：少数民族分団     ６０名 

 ※応募に当たっては、４４０名全員を請け負うのではなく、特定の分団のみを請け

負う応募であっても可。 

※B団メディア分団のうち、取材チームが一部の分団に数名ずつ分散して同行する予

定。人数は調整中につき、決定後、受託団体に通知する。見積は応募する各分団

の上記予定人数で作成すること（取材チームの人数は含まない）。 

※J団：少数民族分団６０名については、（財）日中友好会館が受け入れを実施する。 



３．テーマ  

 初めて日本を訪問する代表団団員が日本について広く理解、見聞を深めるための視

察・参観・セミナー（各分団の専門分野含む）、また同世代および共通分野における

日本青年との交流、意見交換等。 

 

４．実施時期  平成２２年５月２６日（水）～６月２日（水）  

 

 

Ⅱ．委託業務概要  

 

 中国青年代表団第１陣の受け入れ実施に際し、主に以下の業務を行う。 

 

１．国内航空券・鉄道切符、大型バス等交通手段の手配  

 日本到着時から日本出発時までの一切の交通手段の手配。 

 

２．事業実施期間中の宿泊、食事の手配  

 参加者の宿泊・食事の手配。        

 

３．事務手続き、広報、緊急体制の整備  

・プレスリリースを作成、各訪問先報道機関に配布し、当事業の宣伝活動に努めるこ

と。 

・訪問地の受け入れ先医療機関の確認、緊急連絡網作成等の緊急体制の整備。 

・事業期間中、参加者に対し、新型インフルエンザ等の感染症への予防対策を講じる

こと。 

   

４．日程案の作成  

 基本日程 

   ５月２６日（水） 午後東京着、オリエンテーション 

     ２７日（木） （視察、セミナー、交流等）、歓迎レセプション※ 

     ２８日（金） （視察、セミナー、交流等） 

     ２９日（土） 東京or地方  （視察、セミナー、交流等） 

     ３０日（日） 地方     （視察、セミナー、交流等） 

     ３１日（月） 地方     （視察、セミナー、交流等） 

   ６月 １日（火） 地方～東京  （視察、移動等）、歓送報告会 

      ２日（水） 成田から帰国 

※代表団共通プログラムである歓迎レセプションは（財）日中友好会館が企画手配

を行う。オリエンテーション、歓送報告会は各分団で適宜行うこと。 

 また、外務省表敬訪問が入る可能性があるが、その場合は代表者のみの表敬の予

定。 

 

日程には下記の内容を盛り込むこと。 

◆公式行事（レセプション、表敬訪問、歓送報告会等）   

◆講座（講義、セミナー、フォーラム等）    

◆視察、参観（できるかぎり国会または地方議会・裁判所の見学・傍聴、その他

各分野に応じた機関・団体訪問・関連施設の視察・参観等） 



◆日本青年との交流 

（交流会、意見交換会、座談会、合宿等） 

◆観光、日本文化体験 

◆商業施設参観 

※上記以外に各分団の日程に含めるべき活動内容については、企画競争説明会の際

に詳細を説明する。 

 

５．アポイントメントの取り付け、その他の視察のアレンジ（訪問先への案内等を含

む） 

（１）訪問先や視察先へのアポイントメント取り付け。 

（２）訪問先等の詳細及び滞在にあたっての一般的な注意事項を参加者に説明する。 

（３）全ての視察・訪問先に通訳兼エスコート、委託先職員を随行させる。 

（４）視察の際に必要な入場料、資料・パンフレット類、拝観料等の手配。 

※なお、企画競争の参加に先だって訪問先等のアポイントを取り付ける場合には、

当該アポイントはあくまで暫定的なものであり、企画内容が採用されない場合もあ

る旨訪問先に対して十分に説明し、事前に先方の理解を取り付けておくこと。 

 

６．名簿および関連資料の作成と配布  

・訪日団の分団名簿、バス別名簿、日程表、プログラム内容等関連資料の作成。 

・「旅のしおり」中国語版の作成と配布。 

 

７．通訳兼エスコート手配  

 本件事業実施期間中、中国語の通訳兼エスコート（期間中同一人物）を適宜手配す

ること。日程に応じ、十分な能力と経験を持った通訳兼エスコートを手配すること。 

 

８．保険  

 参加者の旅行傷害保険を手配すること。補償額は、①傷害死亡・後遺障害5,000

万円、②疾病死亡２００万円、③傷害治療費用1,000万円、④疾病治療費用1,000

万円、⑤救援者費用３00万円、⑥賠償責任3,000万円、⑦携行品10万円とする。 

 

９．アンケートの回収と報告書作成  

・アンケートの配布と回収。分団ごとのアンケート集計、感想文抜粋・翻訳等。 

・日程、プログラム概要及び内容、参加者所感、写真等を掲載した報告書の作成。 

 

※団の構成及び各手配に関する留意点、見積書作成に係わる内容の詳細については、

説明会にて配布する業務仕様書を参照すること。 

 

 

（了） 

  

 


